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本 庁

県立学校

県立高等学校等の教職員の服務規程（昭和��年島根県教育委員会訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県教育委員会委員長 北 島 建 孝

様式第�号を次のように改める。

号外第��号 平成��年�月�日 (�)
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県立高等学校等の教職員の服務規程の一部改正 （高 校 教 育 課）
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平成��年�月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日(�)

�����（第�条関係）

校外勤務簿

校 長 教 頭 期 間 用務地 用 務

自家用自動車等
使 用 申 請 不在中の

措 置
職 名 氏 名 印

同 乗 者 氏 名
運 転 者 氏 名

月 日

時 分

～

時 分

・公用車使用

・自家用自動車使用

・自家用自動車同乗

・その他

（ ）

同乗者

運転者
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この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

号外第��号 平成��年�月�日 (�)



平成��年�月�日 印刷
平成��年�月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報号外第�	号 平成��年�月�日(�)


